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2月18日（月）から3月17日（月）まで �
平成20年度分個人住民税の申告、平成19年分所得税申告納税期間です。�

　申告会場は次のとおりですので最寄りの会場へお出かけ下さい。詳細につきましては、町内全戸にお配りする
「平成２０年度分個人町県民税の申告及び１９年分所得税の申告相談について（お願い）」をご覧ください。�

○ 税制改正による改正点�

・ 住宅取得等特別控除が税源移譲に伴い、所得税から引ききれない方は、住民税申告をすることで平成２０年度�
住民税より控除が受けられます。�

・地震保険料控除（最高５万円）が創設され、短期損害保険料控除（最高３千円）が廃止されました。�

・平成２０年度個人町県民税の均等割に「長野県森林づくり県民税」５００円が併せて課税になります。�

・平成１８年度に老年者控除が廃止され、平成１８年度は１／３　平成１９年度は２／３の課税でしたが平成２０年度は�
経過措置がなくなります。�

○ 申告会場�
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